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告 示■

◎群馬県告示第１７４号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条、第１１７条第１項及び第１１８条の規定により、平

成３０年及び平成３１年採用の自衛官候補生及び自衛官の募集期間、試験期日並びに試験場の名称及び位置を次の

とおり告示する。

平成３０年６月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 自衛官候補生（平成３０年９月から同年１１月まで及び平成３１年３・４月採用）

(1) 募集期間

年間を通じて実施

(2) 試験期日並びに試験場の名称及び位置

試験期日 試験場の名称 試験場の位置

受付時に通知 相馬原試験場 北群馬郡榛東村新井１０１７－２
平成３１年３月高等学校卒業予定 陸上自衛隊相馬原駐屯地
者又は中等教育学校卒業予定者の 新町試験場 高崎市新町１０８０
ための採用試験は、平成３０年９ 陸上自衛隊新町駐屯地
月１７日（月）以降 のいずれか指定された試験場

２ 一般曹候補生（平成３１年３・４月採用）

(1) 募集期間

平成３０年７月１日から同年９月７日まで

(2) 試験期日並びに試験場の名称及び位置

１次試験

試験期日 試験場の名称 試験場の位置

平成３０年９月２２日（土） 太田試験場 太田市浜町６６－４９
平成３０年９月２３日（日） 太田市浜町勤労会館
のいずれか指定された１日 前橋試験場 前橋市南町４－３０－３

勢多会館
新町試験場 高崎市新町１０８０

陸上自衛隊新町駐屯地
のいずれか指定された試験場

３ 航空学生（平成３１年４月採用）

(1) 募集期間

平成３０年７月１日から同年９月７日まで

(2) 試験期日並びに試験場の名称及び位置

１次試験

試験期日 試験場の名称 試験場の位置

平成３０年９月１７日（月） 前橋試験場 前橋市南町４－３０－３
勢多会館
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◎群馬県告示第１７５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

平成３０年６月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除予定保安林の所在場所 利根郡片品村（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水源の涵養
かん

３ 解除の理由 指定理由の消滅

「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林保全課及び片品村役場に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第１７６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年６月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 井野停車場線 高崎市井野町字清水１０６番の１０地 前 ５．７～８．９ ８７．９
先から同市同字同１２３番の１地先ま
で 後 １１．０～１２．７ ８７．９

◎群馬県告示第１７７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年６月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 藤岡大胡線 高崎市新町字町並２７２２番の２地先 前 ６．０～３０．５ ２９７．２
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から同市同字神流川３１８２番の７地
先まで 後 １６．０～３３．６ ２９７．２

◎群馬県告示第１７８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年６月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 草津嬬恋線 吾妻郡嬬恋村大字三原字赤羽根平７４ 前 ７．６～１４．５ １９８．７
０番の６地先から同郡同村大字同字反
り６２９番の１地先まで 後 ７．６～１７．７ １９８．７

◎群馬県告示第１７９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年６月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 草津嬬恋線 吾妻郡嬬恋村大字三原字崩間７８６番の１４地先から同 平成３０年６月２２日
郡同村大字同字反り６２９番の１地先まで

◎群馬県告示第１８０号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整

備すべき道路を次のとおり指定した。

平成３０年６月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の種類 路線名 区 間
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県道 藤岡大胡線 高崎市新町字町並２８０１番地の１から同市同字神流川３１８２番
地の２９までの上下線

公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を嬬恋村役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成３０年６月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

吾妻郡嬬恋村大字芦生田字中反６４６ 寺沢亀百一 共有林

同 寺澤辰夫 同

吾妻郡嬬恋村大字干俣字桜沢２０１５の２、２０１６の２ 有限会社松屋ホテ
ル

吾妻郡嬬恋村大字干俣字桜沢２０１７の２、２０１９の２ 黒岩良蔵

吾妻郡嬬恋村大字干俣字立坪２１１８の２、２１２０の２、２１２１ （亡）干川直蔵
の２、２１２３の２ （相）干川英好

吾妻郡嬬恋村大字干俣字立坪２１２２の２ 干川しさゑ

吾妻郡嬬恋村大字干俣字大平２０９３の１ （亡）干川直蔵
（相）干川勲

吾妻郡嬬恋村大字干俣字大平２０９６ （亡）干川鶴太郎
（相）干川勲

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

吾妻郡嬬恋村大字大笹字池ノ頭１６９２ （亡）佐藤牧太郎
（相）干川たま子
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吾妻郡嬬恋村大字大前字鹿ノ子１７２７ （亡）滝沢孫太郎 共有林
（相）滝沢静男

同 宮崎次郎 同

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び嬬恋村役場に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成３０年４月２７日群馬県告示第１３４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を下仁田町役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成３０年６月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

甘楽郡下仁田町大字西野牧字南室１１２４７の３ 小井土惣太郎

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に

供する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成３０年５月１８日群馬県告示第１４７号
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女

昼

建
設
科

四
〇

四
〇

四
〇

一
二
〇

男
女

昼

全
日
制

染
織
デ
ザ
イ

四
〇

四
〇

八
〇

男
女

昼

ン
科

創
造
技
術
科

四
〇

四
〇

男
女

昼

」

「

に
改
め
、
同
表
太
田
東
高
等
学
校
の
項
中

(

二
八
〇)

(

二
八
〇)

(

二
八
〇)

を
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」

「
(

二
四
〇)

(

二
八
〇)

(

二
八
〇)

に
、
「
八
四
〇
」
を
「
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
館
林
高
等

」

「

学
校
の
項
及
び
館
林
女
子
高
等
学
校
の
項
中

二
四
〇

二
四
〇

を
」

「

二
〇
〇

二
四
〇

に
、
「
六
八
〇
」
を
「
六
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
富
岡
高
等
学
校
の
項

」

「

「

中

二
八
〇

二
八
〇

を

二
四
〇

二
八
〇

に
、
「
八
〇
〇
」
を
「
七
六
〇
」
に

」

」

「

改
め
、
同
表
吾
妻
中
央
高
等
学
校
の
項
中

一
二
〇

一
二
〇

を
」

「

八
〇

一
二
〇

に
、
「
三
二
〇
」
を
「
二
八
〇
」
に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第４６号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。

平成３０年６月２２日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

会計責任者の
代表者の氏名

氏 名
主 た る 事 務 所 の 所 在 地

政 治 団 体 の 名 称

届 出 年 月 日

渋谷理津子後援会 渋谷理津子 森田恵美子 館林市当郷町１９８０－２

平成３０年５月２２日

たていずみちよみ後援会 片山袈裟美 田中初美 高崎市吉井町長根２２０７－４

平成３０年５月１日

日本第一党群馬県本部 登山裕 阿久津幸弘 みどり市笠懸町阿左美１８３６－７

平成３０年５月２８日

◎群馬県選挙管理委員会告示第４７号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。

平成３０年６月２２日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

１ 政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

国民民主党群馬県総支部連 政治団体の名 国民民主党群馬県総支部 民進党群馬県総支部 平成３０年
合会 称 連合会 ５月２１日

国民民主党群馬県第１区総 政治団体の名 国民民主党群馬県第１区 民進党群馬県第１区総支 平成３０年
支部 称 総支部 部 ５月２１日

国民民主党群馬県第３区総 政治団体の名 国民民主党群馬県第３区 民進党群馬県第３区総支 平成３０年
支部 称 総支部 部 ５月２１日

自由民主党群馬県太田市第 会計責任者の 山﨑久美子 山﨑仁 平成３０年
九支部 氏名 ５月１２日
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２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

群馬県測量設計業政治連盟 代表者の氏名 嶋田大和 冨永伸樹 平成３０年
５月１６日

群馬県遊技業政治連盟 代表者の氏名 森山秀夫 趙栄日 平成３０年
５月１５日

針谷けんいち後援会 会計責任者の 針谷賢一 六本木勝 平成３０年
氏名 ５月１８日

◎群馬県選挙管理委員会告示第４８号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。

平成３０年６月２２日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

自由民主党群馬県館林市第二支部 松本耕司 平成２９年１２月３１日

◎群馬県選挙管理委員会告示第４９号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により届出のあった

資金管理団体の異動事項は、次のとおりである。

平成３０年６月２２日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

法第１９条第３項第３号による届出

資金管理団体
資金管理団体

の届出をした
の 名 称

異動事項 新 旧 異動年月日
者 の 氏 名

新井雅博 新井まさひろ 公職の種類 藤岡市長 群馬県議会議員 平成３０年
を育てる会 ５月１０日

今泉健司 今泉健司後援 公職の種類 群馬県議会議員 みどり市議会議員 平成３０年
会 ４月１６日

須藤昭男 新政懇話会 公職の種類 みどり市長 群馬県議会議員 平成３０年
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４月２３日

入札公告■

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

平成３０年６月２２日

群馬県立群馬産業技術センター所長 鈴 木 崇

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 複合環境振動試験装置

(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。

(3) 納入期限 平成３１年２月１９日（火）

(4) 納入場所 群馬県立群馬産業技術センター

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

平成３０年７月１３日（金）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格申請を行い、同月２０日（金）午

後５時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県立群馬産業技術センターへその旨連絡すること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 当該調達物品納入後の保守体制が整備され、点検、修理、部品供給等を長期にわたり円滑に遂行し得ること

を証明した者であること。

(7) 他県の同様の施設に同種の物品を納入した実績があること。

(8) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７９－２１４７ 群馬県前橋市
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亀里町８８４番地１ 群馬県立群馬産業技術センター 担当 竹内晃夫 電話０２７－２９０－３０３０

(2) 入札説明書の交付方法 入札説明会において直接交付する。

(3) 入札説明会の日時及び場所 平成３０年７月５日（木）午前１０時 群馬県立群馬産業技術センター第１ミ

ーティングルーム

(4) 入札及び開札の日時及び場所 平成３０年８月１０日（金）午前１０時 群馬県立群馬産業技術センター第

１ミーティングルーム（郵送による場合は、書留郵便とし、同月９日（木）午後５時までに上記(1)の場所

に群馬県立群馬産業技術センター所長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「複合環境振動試験

装置入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を平成

３０年７月２０日（金）までに上記３(1)の場所に提出しなければならない。入札者は、入札日の前日まで

の間において、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ この一般競争入札に参加を希望する者は、契約担当者から交付される仕様書に基づく物品の製作仕様書等

（以下「製作仕様書等」という。）の図書を作成し、これを平成３０年７月２０日（金）までに上記３(1)の

場所に提出しなければならない。提出された製作仕様書等の図書は、契約担当者において技術審査するもの

とし、入札説明書に示す仕様書に照らし、採用し得ると判断した製作仕様書等の図書を添付した入札書のみ

を落札決定の対象とする。また、製作仕様書等の図書を提出した者は、開札日の前日までに契約担当者に説

明し、契約担当者との協議に応じる義務を負うものとし、必要な場合は提出した図書の内容の変更に応じな

ければならない。

なお、説明及び協議の義務を履行しない者並びに製作仕様書等の変更に応じない者の入札書は、落札決定

の対象としない。

(4) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(5) 契約書作成の要否 要

(6) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Takashi Suzuki, Director of Gunma

Industrial Technology Center

(2) Nature and quantity of the services to be required: Environmental Test Systems

(3) Fulfillment period: By February 19, 2019

(4) Fulfillment place: Gunma Industrial Technology Center (884-1 Kamesato-machi, Maebashi-shi,

Gunma-Ken, Japan)
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(5) Bidding deadline: Friday, August 10, 2018 at 10:00 a.m.(Tenders submitted by registered mail

must be received by August 9, 2018, 5:00 p.m.)

(6) For further details，please contact: Akio Takeuchi, Gunma Industrial Technology Center, 884-1

Kamesato-machi, Maebashi-shi, Gunma-Ken, 379-2147, TEL 027-290-3030

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成３０年６月２２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る物品等の名称、予定数量及び落札金額

購入物品 予定数量 落札金額

Canon LBP9510C用トナーカートリッジ及び回収トナーボックス
ア トナーカートリッジ（ブラック）（大容量） １，６４１本 ２０,９００円／本
イ トナーカートリッジ（イエロー）（大容量） ５３８本 ２３,７５０円／本
ウ トナーカートリッジ（マゼンタ）（大容量） ５１４本 ２３,７５０円／本
エ トナーカートリッジ（シアン）（大容量） ６１１本 ２３,７５０円／本
オ トナーカートリッジ（ブラック）（通常容量） ３本 １３,５００円／本
カ トナーカートリッジ（イエロー）（通常容量） １０本 １８,２００円／本
キ トナーカートリッジ（マゼンタ）（通常容量） ８本 １８,２００円／本
ク トナーカートリッジ（シアン）（通常容量） １０本 １８,２００円／本
ケ 回収トナーボックス １４６本 ３,３００円／本

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 落札者を決定した日 平成３０年３月２９日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地

５ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

６ 入札公告をした日 平成３０年２月１６日

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


